
保健福祉施策に関する提言 
 

 保健福祉施策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置

を講じられたい。 

 

１．生活保護制度について 

（１）生活保護制度については、必要な人には確実に保護を実施するという基

本的な考え方を維持しつつ、今後とも制度が国民の信頼に応えることがで

きるよう、就労による自立の促進、不正・不適正受給対策の強化、医療扶

助の適正化等を円滑に実施するため、所要の措置を講じること。 

   特に、医療扶助費については、生活保護費全体の約半分を占める状況に

あり、今後も増加が見込まれることから、受給者の必要な受診を抑制する

こと等のないよう十分に留意しつつ、都市自治体の意見を十分に踏まえ、

医療保険制度全体の在り方を含め、その適正化について検討すること。 

   また、制度の見直しに当たっては、最後のセーフティネットとして持続

可能な制度とするため、都市自治体の意見を十分に踏まえるとともに、十

分な準備期間を確保できるよう、適切な工程の設定及び速やかな情報提供

を行うこと。 

   なお、高齢者の受給者が増加しつつある実態を踏まえ、年金制度等の社

会保障制度全般について検証し、制度の見直しを図ること。 

（２）生活保護に係る財源負担については、生活保護が憲法に基づき、国が保

障するナショナルミニマムに関わる事項であることから、本来全額国庫負

担とすべきであること。 

   なお、それまでの間、受給世帯増加による都市自治体の負担増に対し、

十分な財政措置を講じること。 

（３）級地区分について、地域の実情に即したものにすること。 

（４）地理的条件の悪い地域に居住する生活保護受給者が日常生活上の用に供

する自動車の保有条件を緩和すること。 

（５）借家において単身の生活保護受給者が死亡した場合の家財処分費等につ

いて、財政支援措置を講じること。 

（６）生活保護費の障害者加算の認定に当たって、精神障害者に係る障害基礎

年金の受給権の有無による不均衡が生じないよう制度を改めること。 



（７）生活保護制度において、介護保険適用外のサービス付き高齢者住宅等の

施設を居住地特例の対象とすること。 

（８）生活保護受給者が成年後見制度を利用する場合、その後見人への報酬に

ついて財政措置を講じること。 

（９）冷房器具の購入に要する費用について、すべての被保護世帯が支給対象

となるよう制度を改めること。 

   また、生活保護受給者の健康及び最低限度の生活を維持するため、夏季

の冷房器具使用に係る電気料金相当分を扶助する「夏季加算」を創設する

こと。 

 

２．生活困窮者自立支援制度について 

（１）生活困窮者自立支援制度について、制度の運営や事業の適正かつ円滑な

実施に必要な情報提供等の支援措置と十分な財政支援措置を講じること。 

   また、制度の見直しに当たっては、持続可能な制度とするため、国と地

方の協議を継続し、都市自治体の意見を十分に踏まえるとともに、十分な

準備期間を確保できるよう、適切な工程の設定及び速やかな情報提供を行

うこと。 

（２）生活困窮者就労準備支援事業費等補助金について、補助対象や補助率を

拡充するとともに、十分な財源を確保すること。 

 

３．生活福祉資金貸付制度の充実・強化を図ること。 

 

４．民生委員の活動支援等について 

（１）民生委員の担い手の確保と活動しやすい環境づくりのため、活動費を現

状に見合った額とし、負担軽減を図るなど、処遇改善の措置を講じるとと

もに、民生委員の果たす役割について積極的な啓発活動を行うこと。 

   また、改選時期を地域の実情に合わせ柔軟に設定できるようにすること。 

   さらに、民生委員が円滑に活動を行えるよう、個人情報の提供に係る国

としての統一した見解を示すこと。 

（２）民生委員の担い手を円滑に確保できるよう、年齢要件を見直すこと。 

（３）民生委員の再任時における推薦調書を省略し、事務の簡素化を図ること。 

 



５．戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について、請求に係る手続きを簡素化

するとともに、事務費に対する財政措置を講じること。 

 

６．一人暮らし高齢者等の孤立死等を防止するため、個人情報の取扱いや立入

調査の要件緩和に係るガイドラインの作成、早期の安否確認を可能にする法

整備等、必要な措置を講じること。 

 

７．隣保館をはじめとする社会福祉施設の整備及び管理運営について、実情に

沿うよう十分な財政措置を講じること。 

 

８．地域若者サポートステーション事業について、委託期間を複数年とすると

ともに、支援対象者を拡大すること。また、都市自治体が民間団体と連携し

て実施する支援事業について、十分な財政措置を講じること。 

 

９．人生 100 年時代を見据え、75 歳以上を高齢者と呼称する新しい定義を全国

に発信し、高齢者が活躍しやすい環境を形成すること。 

 

10．ＤＶ被害等における一時保護中の医療費の負担について、国において支援

制度を創設するとともに、財政措置を講じること。 

 

 


